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知
多
中
部
広
域
事
務
組
合
で
実
施
し
て

い
る
「
交
通
災
害
共
済
」
の
加
入
申
し
込

み
の
受
け
付
け
を
し
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
度
は
、
組
合
市
町
全
体
で

加
入
対
象
者
の　

・
８
％
、
約
十
三
万
二

５６

千
人
の
方
が
加
入
し
、
阿
久
比
町
で
も
約

一
万
六
千
人
の
方
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
十
六
年
度
に
は
阿
久
比
町
で
は
、

百
三
十
七
人
の
方
が
共
済
見
舞
金
を
受
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

悲
惨
な
交
通
事
故
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、

あ
な
た
や
家
族
の
身
に
降
り
か
か
る
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
機
会
に
、
家
族
皆
さ

ん
で
加
入
し
、
万
が
一
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

◆
加
入
で
き
る
方

①　

申
し
込
み
時
に
、
阿
久
比
町
に
住
民

登
録
、
外
国
人
登
録
が
あ
る
方

②　

阿
久
比
町
内
の
会
社
、
工
場
、
事
業

所
、
学
校
な
ど
に
通
勤
・
通
学
し
て
い

る
方

③　

阿
久
比
町
に
居
住
し
て
い
た
方
で
、

就
学
・
通
勤
な
ど
で
、
一
時
的
に
町
外

に
居
住
し
て
い
る
方

◆
加
入
の
申
し
込
み

　

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
現
在
、
阿
久

比
町
に
住
民
登
録
、
外
国
人
登
録
が
あ
る

方
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
加
入
申
込
書
を
配

布
し
ま
す
。
区
・
自
治
会
の
班
長
・
組
長

を
通
じ
て
申
し
込
み
を
す
る
か
、
直
接
防

災
交
通
課
で
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

町
内
へ
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
方
は
、

防
災
交
通
課
で
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
会
費

　

一
人　

年
額　

五
百
円

◆
会
費
の
一
部
補
助

　

次
の
①
お
よ
び
②
に
該
当
す
る
方
は
、

会
費
の
一
部
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
防

災
交
通
課
で
補
助
申
請
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

①　

生
活
保
護
世
帯

②　

生
活
保
護
に
準
ず
る
世
帯
（
準
要
保

護
世
帯
）
の
義
務
教
育
児
童
・
生
徒

◆
共
済
の
期
間

　

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
で
す
。

　

途
中
加
入
者
は
会
費
を
納
入
し
た
日
の

翌
日
か
ら
効
力
が
発
生
し
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
交
通
事
故

　

日
本
国
内
で
起
き
た
次
の
①
ま
た
は
②

の
場
合
、
共
済
見
舞
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

①　

道
路
を
走
行
中
の
自
動
車
、
バ
イ
ク
、

自
転
車
な
ど
（
道
路
交
通
法
に
定
め
る

車
両
。
た
だ
し
、
小
児
用
自
転
車
は
除

き
ま
す
。）お
よ
び
身
体
障
害
者
用
の
車

椅
子
の
通
行
に
伴
う
人
身
事
故

②　

歩
行
者
が
踏
切
を
通
行
す
る
と
き
の

電
車
な
ど
に
よ
る
人
身
事
故

◆
交
通
事
故
に
遭
っ
た
ら

　

自
動
車
事
故
は
も
ち
ろ
ん
、
自
転
車
事

故
、
自
損
事
故
で
も
必
ず
警
察
に
届
け
ま

し
ょ
う
。

　

見
舞
金
を
請
求
す
る
際
に
、
人
身
事
故

で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
交
通
事
故
証

明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
見
舞
金
の
請
求

　

見
舞
金
請
求
に
は
、
会
員
証
・
交
通
災

害
共
済
見
舞
金
請
求
書
・
人
身
事
故
と
明

記
さ
れ
た
交
通
事
故
証
明
書
ま
た
は
交
通

事
故
状
況
書
・
医
師
の
診
断
書
が
必
要
で

す
。

　

な
お
、
人
身
事
故
と
明
記
さ
れ
た
交
通

事
故
証
明
書
が
な
い
と
き
は
、
該
当
す
る

等
級
よ
り
一
等
級
繰
り
下
げ
た
見
舞
金
額

と
な
り
ま
す
。

※　

用
紙
は
防
災
交
通
課
に
あ
り
ま
す
。

阿
久
比
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.tow
n.agui.lg.jp/ka/bosai/k

outuuannzenn.htm
l

）
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

◆
見
舞
金
の
請
求
期
限

　

事
故
発
生
日
か
ら
必
ず
一
年
以
内
に
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。
一
年
を
過
ぎ
る
と
無

効
に
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

防
災
交
通
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
０
８
）

平成１８年度交通災害共済加入申し込み受付開始

共 済 見 舞 金 一 覧 表
共済期間中の交通事故であれば、そのつど何回でも見舞金を支払います。

共済見舞金額傷　　害　　の　　程　　度等級
１,０５０,０００円事故に遭った日から１８０日以内に、その事故が直接の原因で死亡したとき１等級
３４０,０００円治療実日数が２２０日以上で、かつ、入院１８０日以上を含む傷害を受けたとき２等級
１２５,０００円治療実日数が１１０日以上で、かつ、入院９０日以上を含む傷害を受けたとき３等級
８０,０００円治療期間が１５０日以上で、かつ、治療実日数が５０日以上の傷害を受けたとき４等級
６５,０００円治療期間が１２０日以上で、かつ、治療実日数が４０日以上の傷害を受けたとき５等級
５０,０００円治療期間が９０日以上で、かつ、治療実日数が３０日以上の傷害を受けたとき６等級
４０,０００円治療期間が６０日以上で、かつ、治療実日数が２０日以上の傷害を受けたとき７等級
３０,０００円治療期間が３０日以上で、かつ、治療実日数が１０日以上の傷害を受けたとき８等級
２５,０００円治療期間が１５日以上で、かつ、治療実日数が５日以上の傷害を受けたとき９等級
２０,０００円治療期間が１５日未満で、かつ、治療実日数が１日以上の傷害を受けたとき１０等級
１５,０００円治療期間が１５日未満で、人身事故が明記された交通事故証明書がないとき１１等級
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